
豊見城市規則第11号 

 

豊見城市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊見城市墓地等の経営の許可等に関する条例（令和５年豊

見城市条例第13号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23

年法律第48号。以下「法」という。）及び条例において使用する用語の例によ

る。 

（経営許可の申請等） 

第３条 条例第４条第１項に規定する申請書は、墓地等経営許可申請書（様式第

１号）とし、同条第２項に規定する申請書は、墓地等変更許可申請書（様式第

２号）とする。 

２ 条例第４条第１項及び第２項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に

掲げるものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認めるものについては、

添付を省略することができる。 

(１) 墓地等の区域の境界線からの水平距離が200メートル以内（火葬場にあ

っては、500メートル以内）の区域（以下「周辺区域」という。）の見取図

（周辺区域に公園、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、社会福

祉施設等がある場合にあっては、これらの施設の位置及びこれらの施設（道

路を除く。）から墓地等の区域の境界線までの水平距離を示したもの） 

(２) 墓地等の区域に係る登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）及び不

動産登記法（平成16年法律第123号）第14条第１項の地図又は同条第４項の

地図に準ずる図面の写し 

(３) 申請地の現況写真 

(４) 申請理由を記載した書類 

(５) 地目が農地にあっては、農業委員会の意見書の写し 

(６) 他の法令等による必要な許可等の書類 

(７) 墓地にあっては、次に掲げる図面 

ア 造園計画図 

イ 管理棟（管理事務所を有する建築物をいう。）の配置平面図及び立面図 

(８) 納骨堂又は火葬場にあっては、次に掲げる図面 

ア 建物の配置平面図及び立面図 

イ 納骨堂にあっては、納骨室又は納骨装置の設計図 

ウ 火葬場にあっては、主燃炉の設計図 

(９) 地方公共団体にあっては、当該墓地等の設置に関する議会の議決書又は

予算書の写し 



(10) 宗教法人又は公益法人にあっては、次に掲げる書類 

ア 宗教法人法（昭和26年法律第126号）第12条第１項に規定する規則の写

し又は公益法人の定款の写し 

イ 法人の登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

ウ 墓地等の管理運営に関する規則等の写し 

エ 墓地等の経営に係る収入及び支出を記載した10年間の収支予算書 

オ 財産目録、資金計画書、賃借対照表、収支計算書その他の財務に関する

書類 

カ 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理計画及び使用方法に関す

る経営計画書 

キ 墓地の需要を予測した書類 

ク 墓地等の用地の取得、造成等に関する資金計画書及び見積書 

ケ 墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂の使用希望者数が確認でき

る書類 

コ 墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂の使用契約約款その他これ

に類する書類 

(11) 認可地縁団体にあっては、次に掲げる書類 

ア 前号ウからコまでに掲げる書類 

イ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた

ことを証する書類 

ウ 認可地縁団体の規約の写し 

(12) 変更許可申請にあっては、墓地等の経営許可証 

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（廃止許可の申請） 

第４条 条例第４条第３項に規定する申請書は、墓地等廃止許可申請書（様式第

３号）とする。 

２ 条例第４条第３項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(１) 改葬計画書 

(２) 地方公共団体にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写

し 

(３) 地方公共団体以外の者にあっては、当該墓地等の使用者の廃止に同意す

る旨の署名がある書類 

(４) 墓地等の経営許可証 

（許可証等） 

第５条 市長は、第３条第１項又は前条第１項の申請書の提出があった場合は、

これを審査し、許可するときは墓地等（経営・変更・廃止）許可通知書（様式

第４号）により、許可しないときは墓地等（経営・変更・廃止）不許可通知書

（様式第５号）により通知する。 

２ 市長は、前項の規定により経営又は変更の許可をしたときは、条例第６条第

１項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可証を



交付する。 

(１) 墓地 墓地経営許可証（様式第６号） 

(２) 納骨堂 納骨堂経営許可証（様式第７号） 

(３) 火葬場 火葬場経営許可証（様式第８号） 

（みなし許可に係る届出） 

第６条 条例第７条の規定による届出は、墓地（火葬場）みなし許可届出書（様

式第９号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街

区整備事業の事業認可を受けたことを証する書類の写し 

(２) 新設又は変更の場合にあっては、設計図 

(３) 墓地の廃止の場合にあっては、改葬対象、改葬日及び改葬状況を記載し

た書類 

（墓地等の設置場所の基準） 

第７条 条例第９条第１項第４号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる基

準とする。 

(１) 墓地にあっては、敷地境界線から国道、県道、河川又は湖沼までの水平

距離が30メートル（火葬場にあっては、200メートル）以上離れていること。 

(２) 個人墓地にあっては、30メートル以内に墓地があること。 

(３) 宗教法人が設置する納骨堂にあっては、宗教法人法第３条に規定する境

内地又は火葬場の敷地内であること。 

（墓地の構造設備の基準） 

第８条 墓地の構造設備について、条例第10条に規定する規則で定める基準は、

次に掲げる基準とする。 

(１) 障壁又は生垣等により囲うこと。 

(２) 通路の有効幅員を１メートル以上確保すること。 

(３) 排水設備を設け、雨水及び汚水の滞留を防止すること。 

(４) 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を設けること。 

(５) 敷地面積の３割以上の緑地を適正に配置すること。 

(６) 管理事務所（敷地面積が１ヘクタール以上の墓地に限る。）、給水設備、

ごみ保管設備及び駐車場（墳墓数に100分の10を乗じて得た数（１未満の端

数があるときは、その端数を切り上げた数）以上の駐車区画を有するもの）

を設けること。 

(７) 個人墓地にあっては、敷地面積が30平方メートル以下であること。 

(８) 景観に配慮したものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、個人墓地については、同項第２号、第５号及び第

６号の規定は適用しない。 

（納骨堂の構造設備の基準） 

第９条 納骨堂の構造設備について、条例第10条に規定する規則で定める基準は、

次に掲げる基準とする。 

(１) 納骨装置には、不燃材料を用いること。 



(２) 焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること。 

(３) 床材には、コンクリート、石その他堅固な素材を用いること。 

(４) 除湿装置を設けること。 

(５) 駐車場を設けること。 

(６) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。 

（火葬場の構造設備の基準） 

第10条 火葬場の構造設備について、条例第10条に規定する規則で定める基準は、

次に掲げる基準とする。 

(１) 容易に乗り越えることのできない障壁又は生垣等により囲うこと。 

(２) 敷地面積の２割以上の緑地を適正に配置すること。 

(３) 火葬炉には、防じん及び防臭の装置を設けること。 

(４) 灰庫を設けること。 

(５) 出入口は、施錠ができる構造とすること。 

(６) 管理事務所、待合所、便所及び駐車場を設けること。 

（事前協議） 

第11条 条例第11条第２項に規定する協議書は、墓地等（経営・変更）計画協議

書（様式第10号）とする。 

２ 前項の協議書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、協

議に支障がないと市長が認めるものについては、添付を省略することができる。 

(１) 標識の案 

(２) 近隣住民等への説明会開催通知文の案 

(３) 第３条第２項第１号、第２号及び第７号から第11号までに掲げる書類又

は図面 

３ 市長は、第１項の協議書の提出があったときは、墓地等（経営・変更）計画

協議回答書（様式第11号）に条例第11条第４項の規定による必要な助言及び指

導の内容を記して回答する。 

（近隣住民等） 

第12条 条例第12条第１項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(１) 墓地等の計画地が属する地区の自治会の長 

(２) 墓地等の計画地が他の自治会区域内の土地に接する場合にあっては、当

該他の自治会の長 

(３) 墓地等の区域の境界線からの水平距離が100メートル以内（火葬場にあ

っては、200メートル以内）に存する建物の所有者、管理者及び居住者 

（標識の設置等） 

第13条 条例第12条第１項に規定する標識（以下「標識」という。）は、墓地

（納骨堂・火葬場）の計画のお知らせ（様式第12号）により作成するものとす

る。 

２ 条例第12条第２項の規定による届出は、標識設置届出書（様式第13号）に次

に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 設置場所を明示した図面 



(２) 設置状況及び記載内容が分かる写真 

（説明会等） 

第14条 条例第13条第１項に規定する説明会（以下「説明会」という。）の開催

に当たっては、開催日の15日前までにその旨を近隣住民等に通知し、及び10日

前までに説明会開催前届出書（様式第14号）を市長に提出しなければならない。 

２ 説明会において周知する事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 申請予定者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び当該事務

所の電話番号 

(２) 墓地等の名称及び所在地 

(３) 墓地等の区域及び概要 

(４) 墓地等の維持管理の方法 

(５) 工事の予定期間 

(６) 工事の方法及び安全対策の概要 

３ 条例第13条第２項の規定による個別の説明は、説明会の開催後14日以内に説

明会の不参加者に対し、個別訪問により行わなければならない。ただし、複数

回個別訪問を行ったにもかかわらず、不在等により個別の説明を行うことがで

きなかったときは、次項第１号に規定する書類を送付することにより、個別の

説明に代えることができる。 

４ 条例第13条第３項の規定による報告は、説明会等実施概要書（様式第15号）

に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 説明会で使用した資料 

(２) 第１項の規定により通知した書面 

(３) 前号の書面の配布状況、説明会への出欠状況及び個別の説明の状況をま

とめた近隣住民等の名簿 

５ 市長は、前項の概要書が提出されたときは、速やかにその旨を告示するとと

もに、当該告示の日から30日間、その指定した場所において当該概要書を公衆

の縦覧に供するものとする。 

（近隣住民等の意見の申出） 

第15条 条例第14条第１項の規定による申出は、意見書（様式第16号。以下「意

見書」という。）により行うものとする。 

２ 意見書の提出は、前条第５項に規定する縦覧の期間内（説明会を開催しない

場合にあっては、標識設置日の翌日から45日以内）に行わなければならない。 

３ 市長は、意見書の提出があった場合はその内容を確認し、正当な理由がある

認めたときは、当該意見書の写しを申請予定者に送付するものとする。 

４ 条例第14条第３項の規定により準用する条例第13条第３項の規定による報告

は、条例第14条第２項の協議を行った日から30日以内に、協議結果報告書（様

式第17号）により行うものとする。 

５ 前条第５項の規定は、前項の報告書が提出されたときについて準用する。 

（工事着手届） 

第16条 条例第16条第２項の規定による届出は、工事着手届出書（様式第18号）



により行うものとする。 

（工事完了届） 

第17条 条例第17条第１項の規定による届出は、工事完了届出書（様式第19号）

に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 完成した墓地等の写真 

(２) 地方公共団体にあっては、当該墓地等の管理条例等の写し 

(３) 地方公共団体以外の者にあっては、当該墓地等の使用料金等を定めた書

類 

（検査済証） 

第18条 条例第17条第２項に規定する検査済証は、検査済証（様式第20号）とす

る。 

（管理者設置届） 

第19条 法第12条の規定による届出は、管理者設置（変更）届出書（様式第21

号）により行うものとする。 

（許可事項変更届） 

第20条 条例第18条第１項の規定による届出は、許可事項変更届出書（様式第22

号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 許可証の写し 

(２) 変更内容を証する書類 

（地位承継届） 

第21条 条例第20条第２項の規定による届出は、地位承継届出書（様式第23号）

に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 許可証の写し 

(２) 登記事項証明書（全部事項証明書に限る。） 

（台帳） 

第22条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省令第24号）第７条

第１項に規定する帳簿は、墓地台帳（様式第24号）及び納骨堂台帳（様式第25

号）とし、同条第３項に規定する帳簿は、火葬場台帳（様式第26号）とする。 

（立入調査員証） 

第23条 条例第21条第２項に規定する証明書は、墓地等立入調査員証（様式第27

号）とする。 

（公表の方法） 

第24条 条例第23条第１項の規定による公表の方法は、告示その他の方法により

行うものとする。 

（意見陳述機会の付与） 

第25条 条例第23条第２項に規定する書面は、意見陳述の機会付与通知書（様式

第28号）とする。 

２ 前項の通知書を受けて意見を述べるときは、意見陳述書（様式第29号）によ

り行うものとする。 

（その他） 



第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（豊見城市墓地等の経営許可等に関する規則の廃止） 

２ 豊見城市墓地等の経営許可等に関する規則（平成25年豊見城市規則第１号）

は、廃止する。 

（豊見城市規則で定める押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 豊見城市規則で定める押印の取扱いの特例に関する規則（令和４年豊見城市

規則第11号）の一部を次のように改正する。 

別表豊見城市墓地等の経営許可等に関する規則（平成25年豊見城市規則第１

号）の項を削る。 



様式第１号（第３条関係） 

 



様式第２号（第３条関係） 

 



様式第３号（第４条関係） 

 



様式第４号（第５条関係） 

 



様式第５号（第５条関係） 

 



様式第６号（第５条関係） 

 



様式第７号（第５条関係） 

 



様式第８号（第５条関係） 

 



様式第９号（第６条関係） 

 



様式第10号（第11条関係） 

 



様式第11号（第11条関係） 

 



様式第12号（第13条関係） 

 



様式第13号（第13条関係） 

 



様式第14号（第14条関係） 

 



様式第15号（第14条関係） 

 



様式第16号（第15条関係） 

 



様式第17号（第15条関係） 



 



様式第18号（第16条関係） 

 



様式第19号（第17条関係） 

 



様式第20号（第18条関係） 

 



様式第21号（第19条関係） 

 



様式第22号（第20条関係） 

 



様式第23号（第21条関係） 

 



様式第24号（第22条関係） 

 

様式第25号（第22条関係） 

 



様式第26号（第22条関係） 

 



様式第27号（第23条関係） 

 



様式第28号（第25条関係） 

 



様式第29号（第25条関係） 

 


